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（50周年記念誌「歩」からの引用です）

▶ ＰＴＡの発生と県ＰＴＡ連合会の誕生 ◀
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― 以下省略、50周年記念誌のP142以降を参照 ―
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▶ 福島県ＰＴＡ研究大会　開催地一覧 ◀
回 年　度 開催年月日 開 催 地 回 年　度 開催年月日 開 催 地

1 昭和27年 S27.5.10 福島市 36 昭和62年 62.9.10～11 いわき市

2 昭和28年 28.7.21 郡山市 37 昭和63年 63.9.8～9 喜多方市

3 昭和29年 29.9.17 若松市 38 平成1年 H1.10.6～7 相馬市

4 昭和30年 30.9.9 平市 39 平成2年 2.8.31～9.1 白河市

5 昭和31年 31.9.8 白河市 40 平成3年 3.9.13～14 会津若松市

6 昭和32年 32.9.14 福島市 41 平成4年 4.9.4～5 福島市（東北大会）

7 昭和33年 33.10.7 郡山市 42 平成5年 5.10.15～16 原町市

8 昭和34年 34.7.25 磐城市 43 平成6年 6.10.14～15 須賀川市

9 昭和35年 35.7.27 会津若松市 44 平成7年 7.11.9～10 二本松市

10 昭和36年 36.10.30 二本松市 45 平成8年 8.10.18～19 郡山市

11 昭和37年 37.7.17 相馬市 46 平成9年 9.10.23～24 いわき市

12 昭和38年 38.11.10 須賀川市 47 平成10年 10.10.21～22 喜多方市

13 昭和39年 39.9.24 会津若松市 48 平成11年 11.9.10～11 相馬市（東北大会）

14 昭和40年 40.10.5 福島市 49 平成12年 12.10.6～7 白河市

15 昭和41年 41.9.13 平市 50 平成13年 13.10.6～7 会津若松市

16 昭和42年 42.10.2 白河市 51 平成14年 14.9.28～29 福島市

17 昭和43年 43.8.8～9 福島市（全国大会） 52 平成15年 15.10.4～5 原町市

18 昭和44年 44.9.3 喜多方市 53 平成16年 16.9.25～26 須賀川市

19 昭和45年 45.9.2 郡山市 54 平成17年 17.10.15～16 二本松市

20 昭和46年 46.7.22 相馬市 55 平成18年 18.9.9～10 郡山市（東北大会）

21 昭和47年 47.10.31 二本松市 56 平成19年 19.10.13～14 いわき市

22 昭和48年 48.9.13～14 会津若松市 57 平成20年 20.10.19 喜多方市

23 昭和49年 49.9.11～12 福島市（東北大会） 58 平成21年 21.10.17～18 相馬市

24 昭和50年 50.9.11～12 いわき市 59 平成22年 22.10.17 白河市

25 昭和51年 51.9.10～11 須賀川市 （中止） 平成23年 東日本大震災で中止 会津若松市

26 昭和52年 52.9.6～7 塩川町 60 平成24年 24.10.14 会津若松市

27 昭和53年 53.9.19～20 郡山市 61 平成25年 25.9.7～8 福島市（東北大会）

28 昭和54年 54.10.21～22 浪江町･双葉町 62 平成26年 26.10.5 須賀川市

29 昭和55年 55.10.19～20 白河市 63 平成27年 27.10.11 二本松市

30 昭和56年 56.9.11～12 福島市（東北大会） 64 平成28年 28.10.15 郡山市

31 昭和57年 57.9.17～18 会津若松市 65 平成29年 29.10.15 いわき市

32 昭和58年 58.9.16～17 原町市 66 平成30年 30.10.14 喜多方市

33 昭和59年 59.9.7～8 須賀川市 67 令和1年 R1.10.20 南相馬市（中止）

34 昭和60年 60.11.12～13 二本松市 68 令和2年 2.9.5 会津若松市（東北大会） 
コロナ禍で中止

35 昭和61年 61.9.17～18 郡山市（東北大会） 69 令和3年 3.10.3 福島市（70周年式典）
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▶ 学校数・児童生徒数・会員数一覧 ◀
年　度 学　校　数 児童生徒数 合計会員数 備考小 中 他 計 小 中 他 計

1950

1977
s25

～

s52
空欄箇所はデータなし

1978 s53 802 279,283 221,712 12円
1979 s54 812 273,484 223,798 12円
1980 s55 803 276,705 225,760 14円
1981 s56 786 279,951 228,020 14円
1982 s57 788 284,265 230,485 14円
1983 s58 783 284,827 227,038 14円
1984 s59 786 287,309 232,340 14円
1985 s60 787 302,274 243,638 14円
1986 s61 790 287,433 229,015 14円
1987 s62 788 283,989 228,494 14円
1988 s63 791 279,876 222,778 14円
1989 H1 793 275,412 223,418 14円
1990 H2 792 270,954 219,860 14円
1991 H3 792 267,280 216,521 14円
1992 H4 792 262,580 213,149 14円
1993 H5 794 258,719 205,968 14円
1994 H6 789 252,742 202,382 14円
1995 H7 553 243 6 802 248,475 198,630 14円
1996 H8 552 246 5 803 156,274 87,232 551 244,057 195,703 14円
1997 H9 551 246 5 802 150,919 86,001 433 237,353 191,946 14円
1998 H10 551 245 6 802 146,440 83,697 528 230,665 190,297 14円
1999 H11 549 245 6 800 142,513 82,356 542 225,411 186,213 20円
2000 H12 549 246 7 802 138,879 79,773 623 219,275 181,436 20円
2001 H13 548 247 7 802 135,847 77,669 683 214,199 175,946 20円
2002 H14 547 245 7 799 132,634 73,491 730 206,855 172,708 20円
2003 H15 541 244 7 792 131,377 71,895 722 203,994 169,604 20円
2004 H16 539 243 7 789 128,490 69,125 569 198,184 165,442 20円
2005 H17 534 243 7 784 126,691 68,741 561 195,993 163,768 20円
2006 H18 532 243 7 782 124,386 67,715 636 192,737 166,122 20円
2007 H19 527 242 7 776 122,675 65,968 626 189,269 165,339 30円
2008 H20 514 242 7 763 120,924 64,889 668 186,481 164,367 30円
2009 H21 513 239 7 759 118,358 63,946 611 182,915 161,257 30円
2010 H22 499 239 5 743 117,294 61,336 436 179,066 161,559 30円
2011 H23 491 239 3 733 103,703 55,976 778 160,457 142,540 30円
2012 H24 481 238 3 722 102,386 57,177 320 159,883 143,887 40円
2013 H25 474 238 3 715 100,214 56,832 299 157,345 143,389 40円
2014 H26 469 230 3 702 97,584 55,503 305 153,392 137,472 40円
2015 H27 459 226 3 688 95,630 54,107 274 150,011 135,642 40円
2016 H28 452 225 3 680 93,436 52,691 268 146,395 132,453 40円
2017 H29 443 221 4 668 91,360 51,045 347 142,752 128,682 40円
2018 H30 437 221 3 661 89,773 48,664 308 138,745 125,716 40円
2019 R1 425 220 3 648 87,499 47,112 405 135,016 120,854 40円
2020 R2 415 216 6 637 86,526 46,317 799 133,642 121,066 70円
2021 R3 402 213 9 624 84,961 45,398 1,721 132,080 119,703 70円
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▶ 福島県ＰＴＡ連合会規約 ◀

第１条　本会は、福島県ＰＴＡ連合会と称し、事務所を会長の指定するところにおく。
第２条　本会は、福島県内各郡市連合ＰＴＡをもって組織する。また、本会はその目的を同じくする公益

社団法人日本ＰＴＡ全国協議会ならびに東北ブロックＰＴＡ協議会へ加入する。
第３条　本会は、福島県内各郡市ＰＴＡの連絡を密にし、県内教育の刷新向上に寄与することを目的とする。
第４条　本会は、前条の目的を達するため、下記の事業を行う。
　　　１．各郡市連合ＰＴＡの連絡提携と活動促進に関すること。
　　　２．児童生徒の福祉の増進および教育的環境の整備に関すること。
　　　３．教育関係団体、機関へ対する連絡提携および意見の具申に関すること。
　　　４．その他、目的達成に必要なこと。
第５条　本会は、下記の方針によって活動する。
　　　１．教育を本旨とする自主独立の民主団体として活動する。
　　　２．一党一派に偏することなく、相互の連絡、研究調査、協議会など本会本来の事業を行う。
　　　３．国および地方公共団体の適正なる予算の充実を期するため努力する。
　　　４．青少年の福祉のため、関係社会団体および機関と協力し活動する。
　　　５．県下の教育振興についての意見を具申し、参考資料を提供し、教育理想の実現に努力する。
第６条　本会に下記の役職員をおく。
　　　　　会　　長　　１名
　　　　　副 会 長　　６名（県北・県中南・会津・浜より各１名、教師２名）とする。ただし、本会運

営上必要と認められる場合は、増員することができる。
　　　　　理　　事　　各郡市連合ＰＴＡ代表、７ブロック代表事務局長、母親代表４名（福島市・郡山

市・会津若松市・いわき市より各１名）。ただし、会長選出の郡市連合ＰＴＡにあっ
ては、１名理事を選出することができる。

　　　　　　　　　　　母親代表は、本会運営上必要と認められる場合は、若干名増員することができる。
（福島市を除く県北・郡山市を除く県中南・会津若松市を除く会津・いわき市を
除く浜より若干名）

　　　　　評 議 員　　各郡市連合ＰＴＡ２名とし、理事および事務局長があたる。
　　　　　常置委員　　会長および事務局長を除く全理事、事務局員若干名
　　　　　監　　事　　３名
　　　　　事務局長　　１名
　　　　　事務局員　　若干名
第７条　本会の役職員は下記により選出し、任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。
　　　１　会長、副会長、監事、および母親代表は、評議員会において選出する。ただし、監事は、評議

員や理事など、本会の他の役職を兼ねることはできない。
　　　２　評議員は、各郡市連合ＰＴＡにおいて選出する。
　　　３　常置委員は理事および事務局員をあて、会長がこれを委嘱する。
　　　４　事務局長、事務局員は会長が委嘱する。
第８条　役職員の任務は下記のとおりとする。
　　　１　会長は本会を代表し、会務を統括する。
　　　２　副会長は会長をたすけ、会長事故あるときはこれを代理する。
　　　３　理事は理事会を構成し、会務の執行にあたる。
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　　　４　評議員は評議員会を構成し、本会の重要事項の審議にあたる。
　　　５　常置委員は所属委員会の重要事項の審議にあたる。
　　　６　監事は、本会の業務及び会計の監査にあたる。評議員会に出席して報告、意見を述べる。ただ

し、議決に加わることはできない。
　　　７　事務局長、および事務局員は会長の指示により事務を行う。
第９条　本会の会議は、評議員会および理事会・常置委員会・役員会・正副会長会・事務局会とする。
　　　１　評議委員会は年１回以上開き、事業・予算・決算の審議、規約の改正、その他重要事項の審議

にあたる。
　　　２　理事会は、会の運営執行ほか、予算の更正その他緊急を要する事項についての審議にあたる。
　　　３　常置委員会は、年２回その他必要に応じ会長の承認を得て開催し、担当事業の運営にあたる。
　　　４　役員会は、会長・副会長・県事務局員をもって構成し、会の基本運営事項および緊急を要する

事項の審議にあたる。
　　　５　正副会長会は、会長・副会長をもって構成し、会の基本運営事項および緊急を要する事項の審

議にあたる。
第10条　各単位ＰＴＡ会員の参加による研究大会は年１回開き、その方法は評議員会において決める。
第11条　本会の経費は、会費・補助金および寄付金をもってあてる。
第12条　本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３1日に終わる。
第1３条　本会は、必要によって、理事会において細則をつくることができる。
第14条  本会に顧問をおくことができる。
　　　１　顧問は、理事会の承認を経て、会長が推薦する。
　　　２　顧問の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。
第15条　本会に次の簿冊を備える。
　　　　役員名簿、会誌、会計簿、備品台帳、その他

　付　則
　　○本規約は、昭和4９年６月３日より施行する。
　　○本規約は、昭和52年６月３日一部改正する。
　　○本規約は、昭和54年６月６日一部改正する。
　　○本規約は、昭和６0年６月３日一部改正する。
　　○本規約は、昭和６1年６月４日一部改正する。
　　○本規約は、平成２年６月４日一部改正する。
　　○本規約は、平成10年２月2７日一部改正する。
　　○本規約は、平成21年２月25日一部改正する。
　　○本規約は、平成2６年６月６日一部改正する。
　　○本規約は、平成2９年２月20日一部改正する。
　　○本規約は、平成３0年２月1９日一部改正する。
　　○本規約は、令和2年2月18日一部改正する。
　　○本規約は、令和３年６月４日一部改正する。
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▶ 福島県PTA安全互助会の歩みについて ◀

Ⅰ 時代背景と設立の経緯

　近年、青少年の健全育成に対する世論が高まり児童・生徒の広い意味での福祉の増進を図るためには家
庭生活、学校生活、地域社会でのあらゆる場面でその充実が実現されなければならない。消極的な保護育
成、防御育成から脱し、積極的な健全育成に転換しなければならない。従来からの学校教育の領域のみに
おいて考えることなく．社会的視野に立って、文化的活動、スポーツ活動の活発化を図らなければならな
いという世論が高まってきていた。しかるに自動車の急増にともない事故多発傾向にあり、PTAとして
は深くこれを憂慮し、児童生徒の安全教育を活動計画の一目標にかかげ、学校ともども対策に努めるよう
になった。そしてまた、PTAにおいても、社会教育団体の成人教育、子どもの健全育成のための研修等
から、活動が盛んとなり、それに伴う傷害事故も多発し、諸問題も起こるようになったため、安全補償に
ついて、何らかの対策を考えなければならない状況にあった。

⑴　日本PTAの動向
　　昭和45年度開催された日本PTA全国協議会主催の鹿児島大会において、PTA安全互助会設立を全国

規模で検討すべきであると山形県より提案され、日Ｐ理事会において検討することとなった。翌年4６年
日Ｐ総会において、日Ｐの重点目標の一つとすること、但し、各都市府県Ｐ連の自主性を尊重する立場
に立って、全国的に普及を図ることとなった。そのために日Ｐでは、区府県が検討に際しての便宜を図
るために、次の五社を推薦した。

　　①共栄火災海上保険相互会社　②大東京火災海上保険
　　③東京火災海上保険　④日産火災海上保険　⑤安田火災海上保険
　　なお、この五会社は、各府県の要望に従い、定款を作成し、認可を得るよう指示された。
⑵　東北PTA連絡協議会（東北ブロックPTA協議会）の動向
　　東北各県においては、全国に先駆けて青森県42年、山形県、宮城県4６年に設立されている。4６年10月

青森市において、東北６県のＰ連会長会議を開催して、安全互助会の設立と加入促進を共通課題として
取り込むことを決定し、相互に情報交換を行い提携協力することを確認している。当時東北６県では、
岩手県・福島県が未結成の段階で、山形県・青森県は７0％近い加入率を示していた。
⑶　福島県PTA安全互助会の設立
　　当時、本県においても、児童・生徒の学校管理下外での活動、また、PTA活動が盛んになるにつれて、

それにまつわる安全対策、補償対策を確立することが、現下の急務と考えていた。
　　48年５月、宮城県作並町において、東北・北海道Ｐ連と共栄火災との座談会があり、すでに設立され

ている各県からの加入状況、今後の対策等について協議された。
　　本県においては、48年９月常任委員会に初めて親子の安全傷害保険について議題にのぼり、東北各県

の設立状況、加入状況について説明され、本県設立の可否について討議、今後詳細にわたり検討するこ
とが承認された。

　　4９年３月、常任委員会において、東北各県の資料に基づき研究を重ね、設立促進について協議された。
そしてまた4９年４月３0日、当時の故相川清衛会長を始め、副会長、事務局長が、宮城・山形県連Ｐを訪
問し、本県の設立に一層拍車をかけ、今年度総会に提案する準備にとりかかった。

　　５月22日、常任委員会において、県PTA連絡協議会をPTA連合会と名称を変更するとともに県連Ｐ
の一事業として安全互助会設立について、総会提案の準備完了までにこぎつけた。

　　６月３日、総会において可決され、福島県PTA安全互助会が創設されたのである。
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Ⅱ 安全互助会補償制度の変遷

年　度 主　　な　　活　　動

昭和4９年度

・昭和4９年６月、福島県PTA連合会総会において本制度が提案され、採択された。これを受けて
同年７月12日、共栄火災海上保険相互会社と提携して、福島県PTA連合会に所属している児童・
生徒の学校管理下外における不慮の傷害事故による災害事故の補償、並びにPTA会員のPTA活
動時における不慮の傷害による災害事故の補償制度として発足した。

・昭和4９年７月１日　会費を学童、父母とも年額１口120円として傷害補償制度を開始する。
昭和50年度 ・4９年度加入状況報告、未加入校への加入促進
昭和51年度 ・50年度無事故校へ共栄火災より図書券を贈呈

昭和52年度

・昭和52年６月３日総会にて県PTA連合会常置委員会に「安全互助会委員会」が設置される。
・会費に運営費10円加算し、1３0円とする。
　＊傷害事故における見舞金請求の場合、医師の治療証明書が必要だが、医師による治療証明書料

が高額で給付額が少額となるため、治療１ヶ月未満の場合は、学校長およびPTA会長の証明に
よる申告書で請求できる。

・加入申込書と会費は４月中、新規加入校は５月・６月からの中途加入もできるようになる。
・51年度無事故校、加入校へ図書券贈呈

昭和5３年度

・公立幼稚園児とPTA会員の安全互助会への加入が承認される。
・県PTA安全互助会は、県PTA連合会の一事業として設立されたもので、幼稚園は所属していな

いため加入できなかった。各地区から加入要望があり、理事会で小学校校長が兼任する公立幼稚
園のみ加入を認めた。

・新規加入校の中途加入制度を設定する。（月額で保険料計算）
・52年度無事故校、加入校へ図書券贈呈

昭和54年度 ・昭和5３年度安全互助会報告書、互助会特報発行
・昭和5３年度無事故校、加入校へ図書券贈呈

昭和55年度
・約款改正によりPTAの傷害補償額を大幅に改定し、単位PTAの賠償責任保険補償制度を設定す

る。（単位PTAが、団体として過失により賠償責任を負担した場合に支払う賠償金を補償）
・５月20日までに申込書を提出し、会費納入により４月１日からの補償となる。
・昭和54年度無事故校、加入校へ図書券贈呈

昭和5６年度 ・昭和55年度安全互助会報告書、互助会特報発行
・昭和5６年度加入校へ図書券贈呈

昭和5７年度

・約款改正により補償内容の全面改定し、学童加入コースの２コース設定（Ⅰ型・Ⅱ型）する。
・昭和55年12月に日本PTA全国協議会が大蔵省に提案した「PTA総合保険」が認可され、保険会

社が現行の補償制度と日本PTA案を合わせて改正案を作成し、昭和5６年11月の理事会で承認さ
れる。

・学童のPTA活動参加中の傷害事故において、PTA補償金相当額が上乗せして給付される。
・昭和5７年度加入校へ図書券贈呈

昭和5９年度
・昭和5９年９月　アンケート調査実施する。（加入校200校、未加入校100校に調査依頼）時代に対

応する補償額増の要望により、６0年度より会費を上げて補償制度を改定する。
・昭和5９年12月３日　安全互助会創立10周年記念事業を実施する。

昭和６0年度 ・加入コースⅠ型・Ⅱ型・特別加入の３コースの補償制度に改定する

昭和６2年度
・今後の加入推進のため、未加入校への調査（未加入理由）
・未加入校11３校へ実施し３７校からの回答を得て、内22校が次年度加入。回答：総会に提案してい

ない。加入を考えていない。他の保険に加入。

平成元年度

・特別加入コースを廃止する。
・学童傷害保険金支払いにおいて、昭和６３年度までは総治療期間を基準に支払われていたが、大蔵

省の認可による傷害保険金支払いは、実治療日数基準に支払うべきことを契約保険会社内で指摘
され、平成元年度は経過措置として「実治療日数＋（総治療日数－実治療日数）÷ ２」で支払
われる。

平成２年度

・学童賠償補償制度について、大蔵省認可が11月となり平成３年度に改定することになる。
・学童傷害補償保険金の引き上げを検討し、契約保険内容の単純化と明確化を図る。
〈学童賠償責任補償〉
　PTA管理下中、管理下外を問わず、日常生活におけるPTAの児童・生徒の行為によって生じた

偶然な事故（ただし、学校管理下中の事故で学校側に管理責任がある場合は対象外）により、児童・
生徒または児童・生徒の監督義務者が被る賠償損害を補償。

平成３年度

・４コースの補償制度とし、２コースには学童賠償責任補償制度を加える。
　Ａ－１・Ｂ－１は学童賠償補償なし、Ａ－２・Ｂ－２学童賠償補償付（最高限度額100万円、自

己負担額1,000円）
・平成３年２月共栄火災支社長らと県Ｐ連事務局長が18地区の事務局校を巡回し、新補償制度の説

明と案内文書の配付を依頼する。
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年　度 主　　な　　活　　動

平成４年度

・共栄火災海上保険相互会社の傷害保険改定に伴い、補償内容を改定する。
・平成４年６月１日より学童およびPTA会員の傷害保険で、入院治療保険金、通院治療保険金、

通院治療保険金のほかに手術給付金、付添看護給付金が追加される。
・未加入校へ調査　未加入81校に依頼し、5７校より回答
＊PTA安全互助会運営改善の資料とするため、会費、補償額、互助会制度の存在意義、個々の行

事対象保険加入の有無、総合的な保険の加入の有無を調査

平成６年度 ・学童の登下校時の傷害事故が補償対象となる。（日本スポーツ振興センターと重複しての補償）
・PTA傷害補償について通院１日から補償対象となる。

平成７年度 ・見舞金給付金取扱いを学校長またはPTA会長代表口座を通しての給付から、各請求者個人口座
への振込みとなる。

平成10年度 ・Ａ－１・Ｂ－１は学童賠償補償なし、Ａ－２・Ｂ－２学童賠償補償付に加えＣコース学童賠償補
償付の５コースの補償制度となる。

平成11年度 ・すべて傷害補償＋賠償補償付きのＡ・Ｂ・Ｃの３コースとなる。
・学童賠償補償の免責額（自己負担額）０円となる。

平成14年度

・学校・PTA活動支援補償制度（ボランティア保険）を導入する。平成14年度からの「総合的な
学習の時間」の導入に併せ、学校主催行事にボランティアまたは指導者として参加された地域の
方や保護者、PTA主催行事での外部講師（会員以外）の方の傷害・賠償事故を補償する。

・学校・PTA活動への支援者に関するアンケートを実施する。

平成15年度 ・PTA賠償事故補償において、PTA主催行事だけでなくPTA共催行事においても補償の対象となる。

平成1７年度 ・Ａ、Ｂ、Ｃコースの名称をⅠ、Ⅱ、Ⅲコースに変更する。

平成18年度
・保険業法の改正により、４月１日からの補償を得るため、前年度３月中に保険会社と契約を結ぶ

ことになり、各校への加入案内文書は１月配付、加入申込書受付は３月10日、会費納入は５月末
日となる。

平成20年度
・会費納入方法に「預金口座振替による代金回収サービス」を導入する。
・平成18年度から平成20年度の３年間、教職員の会費不要であったことが判明し、返戻する事態と

なった。（学童とPTA会員一括加入の場合、教職員の会費は免除となる補償制度であるため）

平成22年度

・保険金請求における事務手続きを大幅に変更する。
平成21年度までの保険金請求手続きの流れ
・傷害事故報告は、学校から本会宛にファックスで報告し、見舞金請求書（保護者振込口座明記）、

申告書または治療証明書を本会に提出⇒本会は請求書類確認し保険会社へ⇒保険会社は保護者へ
保険金給付

・賠償事故報告は、学校から本会宛にファックスで報告⇒本会から保険金請求書類を学校へ発送⇒
本会で保険金請求書類を確認し保険会社へ⇒保険会社は保護者へ保険金給付

平成22年度から
・傷害事故報告書・賠償事故報告書を学校から本会宛郵送⇒本会で内容確認し保険会社へ⇒保険会

社と保護者とで請求書類の確認⇒保険会社は保護者へ保険金給付
＊事務手続き変更により、傷害事故保険金給付件数が減少する。

平成2３年度
・平成2３年３月11日「東日本大震災」発生、その後「福島第一原発事故」による特別措置として、震

災により孤児・遺児となった学童、家屋の流出、損壊によって避難を余儀なくされた学童の会費免
除措置を講じる。学童免除措置は2３年度から2７年度までの５年間、義援金から保険料に充てる。

平成24年度 ・平成24年10月１日より18歳以下の児童生徒の医療費が無料化されたことにより、安全互助会への
保険金請求は減少する。

平成25年度 ・学童の賠償責任補償額の上限を１億円としたⅣコースを設定する。

平成2６年度 ・保険料率の改定に伴い、傷害保険補償内容の改定をする。

令和２年度

・PTA会員（含む学童）が、PTA主催・共催行事中に参加しているときの熱中症と食中毒が補償
される。（PTA行事中に限る）

・新型コロナウィルス感染症に係わる特別措置の適用に伴う会費納入期限を５月末から７月末に変
更する。
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◆昭和4９〜51年度
被保険者 補　償　項　目 学校管理下外　学校契約団体傷害保険

学　　童
傷
　
害

死亡 15万円
後遺障害 4,500円〜15万円
１事故治療期間中治療１日につき　1６0円

被保険者 補　償　項　目 PTA行事活動中（PTA団体傷害保険）
PTA会員
父　　母
教職員等

傷
　
害

死亡 ３5万円
後遺障害 １万500円〜３5万円
１事故治療期間中治療１日につき　200円

会費
PTA会員 年間１口　120円 一括払・分割払・月払学　　童 年間１口　120円

◆昭和52〜5３年度
被保険者 補　償　項　目 学校管理下外　学校契約団体傷害保険

学　　童
傷
　
害

死亡 1６万円
後遺障害 4,800円〜1６万円
医療保険金１日につき 1６0円

被保険者 補　償　項　目 PTA行事活動中（PTA団体傷害保険）
PTA会員
父　　母
教職員等

傷
　
害

死亡 ３5万円
後遺障害 １万500円〜３5万円
医療保険金１日につき 200円

会費
PTA会員 年間１口　1３0円 保険掛金120円＋10円（運営費）
学　　童 年間１口　1３0円 120円の３％が学校集金事務費

◆昭和54年度
被保険者 補　償　項　目 学校管理下外　学校契約団体傷害保険

学　　童
傷
　
害

死亡 １口　1６万円、２口　３2万円、３口　48万円
後遺障害 死亡保険金の　３％〜100％
入院保険金日額 １口　240円、２口　480円、３口　７20円
通院保険金日額 １口　1６0円、２口　３20円、３口　480円

被保険者 補　償　項　目 PTA行事活動中（PTA団体傷害保険）

PTA会員
父　　母
教職員等

傷
　
害

死亡 １口　３5万円、２口　７0万円
後遺障害 死亡保険金の　３％〜100％
入院保険金日額 ３00円
通院保険金日額 200円

会費
PTA会員 １人１口　120円 運営金不要
学　　童 年間１口　1３0円 途中加入の場合、契約月数×10円＋10円（学童の運営金）

◆昭和55〜5６年度
被保険者 補　償　項　目 学校管理下外　学校契約団体傷害保険

学　　童
傷
　
害

死亡 １口　1６万円、２口　３2万円、３口　48万円
後遺障害 死亡保険金の　３％〜100％
入院保険金日額 １口　240円、２口　480円、３口　７20円
通院保険金日額 １口　1６0円、２口　３20円、３口　３80円

被保険者 補　償　項　目 PTA行事活動中（PTA団体傷害保険）

PTA会員
父　　母
教職員等

傷
　
害

死亡 ３00万円
後遺障害 死亡保険金の　３％〜100％
入院保険金日額 ３,000円
通院保険金日額 2,000円

補償内容の変遷
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〈加入単位PTA主催行事の管理責任による賠償事故補償〉
PTA諸行事にともなう賠償危険 借用物に対する賠償危険

対人賠償　　１名につき ３,000万円
　　　　　　１事故につき ３億円
対物賠償　　１事故につき 500万円

（免責金額は１事故につきいずれも1,000円）

１名につき 10万円
保険期間中につき 500万円

（免責金額は１事故につき5,000円）
会費

PTA会員 年間１口　1３0円 PTAは１口のみ
学　　童 年間１口　1３0円 学童は３口まで

◆昭和5７〜5９年度
被保険者 補　償　項　目 学校管理下外　学校契約団体傷害保険

学　　童
傷
　
害

死亡 40万円
後遺障害 １万２千円〜40万円
入院保険金日額 治療１日につき　580円
通院保険金日額 治療１日につき　３80円

学　　童
（特別加入）

傷
　
害

死亡 20万円
後遺障害 ６千円〜20万円
入院保険金日額 治療１日につき　2９0円
通院保険金日額 治療１日につき　1９0円

被保険者 補　償　項　目 PTA行事活動中（PTA団体傷害保険）

PTA会員
父　　母
教職員等

傷
　
害

死亡 ３00万円
後遺障害 ９万円〜３00万円
入院保険金日額 治療１日につき　３,000円
通院保険金日額 治療１日につき　2,000円

〈加入単位PTA主催行事の管理責任による賠償事故補償〉
PTA諸行事にともなう賠償危険 借用物に対する賠償危険

対人賠償　　１名につき ３,000万円
　　　　　　１事故につき ３億円
対物賠償　　１事故につき 500万円

（免責金額は１事故につきいずれも1,000円）

１名、１事故につき 10万円
保険期間中につき 500万円

（免責金額は１事故につき5,000円）
会費

PTA会員 140円 保険掛金　1３2円　　運営金　８円
学　　童 2９5円 保険掛金　2９0円　　運営金　５円

学童特別加入 150円 保険掛金　145円　　運営金　５円
◆昭和６0〜６３年度

被保険者 補　償　項　目 学校管理下外　学校契約団体傷害保険

学　　童
Ⅰ型

傷
　
害

死亡 ６0万円
後遺障害 １万８千円〜６0万円
入院保険金日額 治療１日につき　７80円
通院保険金日額 治療１日につき　520円

学　　童
Ⅱ型

傷
　
害

死亡 40万円
後遺障害 １万２千円〜40万円
入院保険金日額 治療１日につき　580円
通院保険金日額 治療１日につき　３80円

学　　童
（特別加入）

傷
　
害

死亡 20万円
後遺障害 ６千円〜20万円
入院保険金日額 治療１日につき　2９0円
通院保険金日額 治療１日につき　1９0円

被保険者 補　償　項　目 PTA行事活動中（PTA団体傷害保険）

PTA会員
父　　母
教職員等

傷
　
害

死亡 ３00万円
後遺障害 ９万円〜３00万円
入院保険金日額 治療１日につき　３,000円
通院保険金日額 治療１日につき　2,000円
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〈加入単位PTA主催行事の管理責任による賠償事故補償〉
PTA諸行事にともなう賠償危険 借用物に対する賠償危険

対人賠償　　１名につき ３,000万円
　　　　　　１事故につき ３億円
対物賠償　　１事故につき 500万円

（免責金額は１事故につきいずれも1,000円）

１名、１事故につき 10万円
保険期間中につき 500万円

（免責金額は１事故につき5,000円）
会費

PTA会員 140円 保険掛金　1３2円　　運営金　８円
学童Ⅰ型 410円 保険掛金　３8３円　　運営金　2７円
学童Ⅱ型 2９5円 保険掛金　2９0円　　運営金　５円
特別加入 150円 保険掛金　145円　　運営金　５円

◆平成元〜２年度
被保険者 補　償　項　目 学校管理下外　学校契約団体傷害保険

学　　童
Ⅰ型

傷
　
害

死亡 ６0万円
後遺障害 １万８千円〜６0万円
入院保険金日額 治療１日につき　７80円
通院保険金日額 治療１日につき　520円

学　　童
Ⅱ型

傷
　
害

死亡 40万円
後遺障害 １万２千円〜40万円
入院保険金日額 治療１日につき　580円
通院保険金日額 治療１日につき　３80円

被保険者 補　償　項　目 PTA行事活動中（PTA団体傷害保険）

PTA会員
父　　母
教職員等

傷
　
害

死亡 ３00万円
後遺障害 ９万円〜３00万円
入院保険金日額 治療１日につき　３,000円
通院保険金日額 治療１日につき　2,000円

〈加入単位PTA主催行事の管理責任による賠償事故補償〉
PTA諸行事にともなう賠償危険 借用物に対する賠償危険

対人賠償　　１名につき ３,000万円
　　　　　　１事故につき ３億円
対物賠償　　１事故につき 500万円

（免責金額は１事故につきいずれも1,000円）

１名につき 10万円
保険期間中につき 500万円

（免責金額は１事故につき5,000円）
会費

PTA会員 140円 保険掛金　1３2円　　運営金　８円
学童Ⅰ型 410円 保険掛金　３8３円　　運営金　2７円
学童Ⅱ型 2９5円 保険掛金　2９0円　　運営金　５円

◆平成３〜９年度
Ａコース Ａ－１ Ａ－２

被保険者 補　償　項　目 学童賠償責任保険なし 学童賠償責任保険あり

学　　童
傷
　
害

死亡 ７0万円
後遺障害 ２万１千円〜７0万円
入院保険金日額 1,000円
通院保険金日額 ６50円

学童賠償責任 な　し 最高限度額　100万円、免責　1,000円

父　　母
教　　師

傷
　
害

死亡 ３50万円
後遺障害 10万５千円〜３50万円
入院保険金日額 ３,000円
通院保険金日額 2,000円

賠
償
責
任

身体 最高限度額　１名　３,000万円　１事故　３億円　免責　1,000円
財物 最高限度額　１事故　500万円　免責　1,000円
借用物 最高限度額　１名　10万円　期間中　500万円　免責　5,000円
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Ｂ　コース Ｂ－１ Ｂ－２
被保険者 補　償　項　目 学童賠償責任保険なし 学童賠償責任保険あり

学　　童
傷
　
害

死亡 ６0万円
後遺障害 １万８千円〜６0万円
入院保険金日額 ７80円
通院保険金日額 520円

学童賠償責任 な　し 最高限度額　100万円、免責　1,000円

父　　母
教　　師

傷
　
害

死亡 ３00万円
後遺障害 ９万円〜３00万円
入院保険金日額 ３,000円
通院保険金日額 2,000円

賠
償
責
任

身体 最高限度額　１名　３,000万円　１事故　３億円　免責　1,000円
財物 最高限度額　１事故　500万円　免責　1,000円
借用物 最高限度額　１名　10万円　期間中　500万円　免責　5,000円

会費
Ａ－１ ６80円 PTA会員　１世帯　150円、学童１人　5３0円
Ａ－２ 880円 PTA会員　１世帯　150円、学童１人　5３0円、学童賠償１人　120円
Ｂ－１ 550円 PTA会員　１世帯　140円、学童１人　410円
Ｂ－２ ６７0円 PTA会員　１世帯　140円、学童１人　410円、学童賠償１人　120円

◆平成10年度
コース Ａ Ｂ Ｃ被保険者 補　償　項　目

学　　童

傷
　
害

死亡 ７0万円 ６0万円 100万円
後遺障害 ２万１千円〜７0万円 １万８千円〜６0万円 ３万円〜100万円
入院保険金日額 1,000円 ７80円 1,200円
通院保険金日額 ６50円 520円 800円

学童賠償責任 最高限度額　100万円　免責　1,000円 最高限度額　200万円　
免責　1,000円

父　　母
教　　師

傷
　
害

死亡 ３50万円 ３00万円 ３９0万円
後遺障害 10万５千円〜３50万円 ９万円〜３00万円 11万７千円〜３９0万円
入院保険金日額 ３,000円 ３,000円 4,000円
通院保険金日額 2,000円 2,000円 2,500円

賠
償
責
任

身体 最高限度額　１名　３,000万円　１事故　３億円　免責　1,000円
財物 最高限度額　１事故　500万円　免責　1,000円
借用物 最高限度額　１名　10万円　期間中　500万円　免責　5,000円

会費
Ａ－１ 　800円 PTA会員　１世帯　150円、学童１人　６50円
Ａ－２ 　６７0円 PTA会員　１世帯　140円、学童１人　5３0円
Ａ－３ 1,000円 PTA会員　１世帯　180円、学童１人　820円

◆平成11〜1６年度
コース Ａ Ｂ Ｃ被保険者 補　償　項　目

学　　童
傷
　
害

死亡 　７0万円 ６0万円 100万円
後遺障害 ２万１千円〜７0万円 １万８千円〜６0万円 ３万円〜100万円
入院保険金日額 1,000円 ７80円 1,200円
通院保険金日額 ６50円 520円 800円

学童賠償責任 最高限度額　100万円 最高限度額　200万円

父　　母
教　　師

傷
　
害

死亡 ３50万円 ３00万円 ３９0万円
後遺障害 10万５千円〜３50万円 ９万円〜３00万円 11万７千円〜３９0万円
入院保険金日額 ３,000円 ３,000円 4,000円
通院保険金日額 2,000円 2,000円 2,500円

賠
償
責
任

身体 最高限度額　１名　３,000万円　１事故　３億円　自己負担額　1,000円
財物 最高限度額　１事故　500万円　自己負担額　1,000円
借用物 最高限度額　１名　10万円　期間中　500万円　自己負担額　5,000円
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Ａ－１ 　800円 PTA会員　１世帯　150円、学童１人　６50円
Ａ－２ 　６７0円 PTA会員　１世帯　140円、学童１人　5３0円
Ａ－３ 1,000円 PTA会員　１世帯　180円、学童１人　820円

◆平成1７年度　Ａ・Ｂ・ＣコースをⅠ・Ⅱ・Ⅲコースに名称変更
コース Ⅰ Ⅱ Ⅲ被保険者 補　償　項　目

学　　童
傷
　
害

死亡 1６0万円 110万円 ９0万円
後遺障害 ４万８千円〜1６0万円 ３万３千円〜110万円 ２万７千円〜９0万円
入院保険金日額 1,６00円 1,３50円 1,050円
通院保険金日額 1,100円 ９00円 ７00円

学童賠償責任 最高限度額　200万円 最高限度額　100万円

父　　母
教　　師

傷
　
害

死亡 ３９0万円 ３50万円 ３00万円
後遺障害 11万７千円〜３９0万円 10万５千円〜３50万円 ９万円〜３00万円
入院保険金日額 4,000円 ３,000円 ３,000円
通院保険金日額 2,500円 2,000円 2,000円

賠
償
責
任

身体 最高限度額　１名　３,000万円　１事故　３億円　自己負担額　1,000円
財物 最高限度額　１事故　500万円　自己負担額　1,000円
借用物 最高限度額　１名　10万円　期間中　500万円　自己負担額　5,000円

会費
Ⅰ 　800円 PTA会員　１世帯　150円、学童１人　６50円
Ⅱ 　６７0円 PTA会員　１世帯　140円、学童１人　5３0円
Ⅲ 1,000円 PTA会員　１世帯　180円、学童１人　820円

◆平成2３〜24年度
コース Ⅰ Ⅱ Ⅲ被保険者 補　償　項　目

学　　童
傷
　
害

死亡 1６0万円 110万円 ９0万円
後遺障害 ４万８千円〜1６0万円 ３万３千円〜110万円 ２万７千円〜９0万円
入院保険金日額 1,６00円 1,３50円 1,050円
通院保険金日額 1,100円 ９00円 ７00円

学童賠償責任 最高限度額　200万円 最高限度額　100万円

父　　母
教　　師

傷
　
害

死亡 ６９0万円 ６05万円 5３5万円
後遺障害 20万７千円〜６９0万円 18万１千５百円〜６05万円 1６万５百円〜5３5万円
入院保険金日額 4,000円 ３,000円 ３,000円
通院保険金日額 2,500円 2,000円 2,000円

賠
償
責
任

身体 最高限度額　１名　３,000万円　１事故　３億円　自己負担額　1,000円
財物 最高限度額　１事故　500万円　自己負担額　1,000円
借用物 最高限度額　１名　10万円　期間中　500万円　自己負担額　5,000円

会費
Ⅰ 1,000円 PTA会員　１世帯　180円、学童１人　820円
Ⅱ 　800円 PTA会員　１世帯　150円、学童１人　６50円
Ⅲ 　６７0円 PTA会員　１世帯　140円、学童１人　5３0円

◆平成25年度
Ⅰコース

被保険者 補　償　項　目 PTA行事活動中
（PTA団体傷害保険）

学校管理下外
（学校契約団体傷害保険）

学　　童
傷
　
害

死亡 ６９0万円 1６0万円
後遺障害 20万７千円〜６９0万円 ４万８千円〜1６0万円
入院保険金日額 4,000円 1,６00円
通院保険金日額 2,500円 1,100円

学童賠償責任 最高限度額　100万円（自己負担額０円）
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PTA会員
父　　母
教職員等

傷
　
害

死亡 ６９0万円
後遺障害 20万７千円〜６９0万円
入院保険金日額 4,000円
通院保険金日額 2,500円

賠
償
責
任

身体 最高限度額　１名　３,000万円　１事故　３億円　自己負担額　1,000円
財物 最高限度額　１事故　500万円　自己負担額　1,000円
借用物 期間中　500万円　自己負担額　5,000円

Ⅱコース

被保険者 補　償　項　目 PTA行事活動中
（PTA団体傷害保険）

学校管理下外
（学校契約団体傷害保険）

学　童
傷
　
害

死亡 ６05万円 110万円
後遺障害 18万１千５百円〜６05万円 ３万３千円〜110万円
入院保険金日額 ３,000円 1,３50円
通院保険金日額 2,000円 ９00円

学童賠償責任 最高限度額　100万円（自己負担額０円）

PTA会員
父　　母
教職員等

傷
　
害

死亡 ６05万円
後遺障害 18万１千５百円〜６05万円
入院保険金日額 ３,000円
通院保険金日額 2,000円

賠
償
責
任

身体 最高限度額　１名　３,000万円　１事故　３億円　自己負担額　1,000円
財物 最高限度額　１事故　500万円　自己負担額　1,000円
借用物 期間中　500万円　自己負担額　5,000円

Ⅲコース

被保険者 補　償　項　目 PTA行事活動中
（PTA団体傷害保険）

学校管理下外
（学校契約団体傷害保険）

学　　童
傷
　
害

死亡 5３5万円 ９0万円
後遺障害 1６万５百円〜5３5万円 ２万７千円〜９0万円
入院保険金日額 ３,000円 1,050円
通院保険金日額 2,000円 ７00円

学童賠償責任 最高限度額　100万円（自己負担額０円）

PTA会員
父　　母
教職員等

傷
　
害

死亡 5３5万円
後遺障害 1６万５百円〜5３5万円
入院保険金日額 4,000円
通院保険金日額 2,500円

賠
償
責
任

身体 最高限度額　１名　３,000万円　１事故　３億円　自己負担額　1,000円
財物 最高限度額　１事故　500万円　自己負担額　1,000円
借用物 期間中　500万円　自己負担額　5,000円

Ⅳコース

被保険者 補　償　項　目 PTA行事活動中
（PTA団体傷害保険）

学校管理下外
（学校契約団体傷害保険）

学　　童
傷
　
害

死亡 5３5万円 ９0万円
後遺障害 1６万５百円〜5３5万円 ２万７千円〜９0万円
入院保険金日額 ３,000円 1,050円
通院保険金日額 2,000円 ７00円

学童賠償責任 最高限度額　１億円（自己負担額０円）

PTA会員
父　　母
教職員等

傷
　
害

死亡 5３5万円
後遺障害 1６万５百円〜5３5万円
入院保険金日額 ３,000円
通院保険金日額 2,000円

賠
償
責
任

身体 最高限度額　１名　３,000万円　１事故　３億円　自己負担額　1,000円
財物 最高限度額　１事故　500万円　自己負担額　1,000円
借用物 期間中　500万円　自己負担額　5,000円
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会費
Ⅰ 1,000円 PTA会員　１世帯　1７0円、学童１人　8３0円
Ⅱ 　800円 PTA会員　１世帯　140円、学童１人　６６0円
Ⅲ 　６７0円 PTA会員　１世帯　1３0円、学童１人　540円
Ⅳ 　800円 PTA会員　１世帯　1３0円、学童１人　６７0円

◆平成2６年度〜令和２年度　※保険料率の改定に伴う傷害保険金額の改定
Ⅰコース

被保険者 補　償　項　目 PTA行事活動中
（PTA団体傷害保険）

学校管理下外
（学校契約団体傷害保険）

学　　童
傷
　
害

死亡 ６６5万円 152万円
後遺障害 2６万６千円〜６６5万円 ６万８百円〜152万円
入院保険金日額 4,000円 1,６00円
通院保険金日額 2,500円 1,120円

学童賠償責任 最高限度額　200万円（自己負担額０円）

PTA会員
父　　母
教職員等

傷
　
害

死亡 ６６5万円
後遺障害 2６万６千円〜６６5万円
入院保険金日額 4,000円
通院保険金日額 2,500円

賠
償
責
任

身体 最高限度額　１名　３,000万円　１事故　３億円　自己負担額　1,000円
財物 最高限度額　１事故　500万円　自己負担額　1,000円
借用物 期間中　500万円　自己負担額　5,000円

Ⅱコース

被保険者 補　償　項　目 PTA行事活動中
（PTA団体傷害保険）

学校管理下外
（学校契約団体傷害保険）

学　　童
傷
　
害

死亡 585万円 105万円
後遺障害 2３万４千円〜585万円 ４万２千円〜105万円
入院保険金日額 ３,000円 1,３00円
通院保険金日額 2,000円 ９40円

学童賠償責任 最高限度額　100万円（自己負担額０円）

PTA会員
父　　母
教職員等

傷
　
害

死亡 585万円
後遺障害 2３万４千円〜585万円
入院保険金日額 ３,000円
通院保険金日額 2,000円

賠
償
責
任

身体 最高限度額　１名　３,000万円　１事故　３億円　自己負担額　1,000円
財物 最高限度額　１事故　500万円　自己負担額　1,000円
借用物 期間中　500万円　自己負担額　5,000円

Ⅲコース

被保険者 補　償　項　目 PTA行事活動中
（PTA団体傷害保険）

学校管理下外
（学校契約団体傷害保険）

学　　童
傷
　
害

死亡 515万円 8６万円
後遺障害 20万６千円〜515万円 ３万４千４百円〜8６万円
入院保険金日額 ３,000円 1,000円
通院保険金日額 2,000円 ７50円

学童賠償責任 最高限度額　100万円（自己負担額０円）

PTA会員
父　　母
教職員等

傷
　
害

死亡 515万円
後遺障害 20万６千円〜515万円
入院保険金日額 ３,000円
通院保険金日額 2,000円

賠
償
責
任

身体 最高限度額　１名　３,000万円　１事故　３億円　自己負担額　1,000円
財物 最高限度額　１事故　500万円　自己負担額　1,000円
借用物 期間中　500万円　自己負担額　5,000円
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Ⅳコース

被保険者 補　償　項　目 PTA行事活動中
（PTA団体傷害保険）

学校管理下外
（学校契約団体傷害保険）

学　　童
傷
　
害

死亡 515万円 8６万円
後遺障害 20万６千円〜515万円 ３万４千４百円〜8６万円
入院保険金日額 ３,000円 1,000円
通院保険金日額 2,000円 ７50円

学童賠償責任 最高限度額　１億円（自己負担額０円）

PTA会員
父　　母
教職員等

傷
　
害

死亡 515万円
後遺障害 20万６千円〜515万円
入院保険金日額 ３,000円
通院保険金日額 2,000円

賠
償
責
任

身体 最高限度額　１名　３,000万円　１事故　３億円　自己負担額　1,000円
財物 最高限度額　１事故　500万円　自己負担額　1,000円
借用物 期間中　500万円　自己負担額　5,000円

会費
Ⅰ 1,000円 PTA会員　１世帯　1７0円、学童１人　8３0円
Ⅱ 　800円 PTA会員　１世帯　140円、学童１人　６６0円
Ⅲ 　６７0円 PTA会員　１世帯　1３0円、学童１人　540円
Ⅳ 　800円 PTA会員　１世帯　1３0円、学童１人　６７0円
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年　　度 小　学　校 中　学　校 合　　　計
加入校 加入率 加入校 加入率 加入校 加入率

昭和4９年度 8３ 15 4７ 1９ 1３0 1６
昭和50年度 1７1 ３1 8３ ３4 254 ３2
昭和51年度 1６8 ３0 ７2 2９ 240 ３0
昭和52年度 208 ３8 8７ ３5 2９5 ３７
昭和5３年度 2３３ 42 ９4 ３8 ３2７ 41
昭和54年度 2７2 4９ 104 42 ３７６ 4７
昭和55年度 ３01 54.5 11６ 4７ 41７ 52
昭和5６年度 ３３2 ６0 12７ 51 45９ 5７
昭和5７年度 ３６６ ６６ 1３0 5３ 4９６ ６2
昭和58年度 40９ ７4 142 5７ 551 ６９
昭和5９年度 44３ 80 154 ６2 5９７ ７4
昭和６0年度 4７７ 85 1７９ ７1 ６5６ 81
昭和６1年度 4９0 8９ 185 ７5 ６７5 84
昭和６2年度 50７ ９1 1９６ 80 ７0３ 88
昭和６３年度 52３ ９4 20６ 8３ ７2９ ９0
平成元年度 52９ ９5 214 8７ ７4３ ９３
平成２年度 5３0 ９5 20９ 85 ７３９ ９2
平成３年度 518 ９３ 1７９ ７３ ６９７ 8７
平成４年度 525 ９5 1９３ ７９ ７18 ９0
平成５年度 52６ ９4 1９8 81 ７24 ９0
平成６年度 528 ９5 205 84 ７３３ ９2
平成７年度 5３1 ９６ 20６ 85 ７３７ ９３
平成８年度 5３2 ９６ 208 85 ７40 ９３
平成９年度 5３5 ９７ 210 85 ７45 ９4
平成10年度 5３5 ９７ 210 85 ７45 ９4
平成11年度 5３６ ９8 211 8６ ７4７ ９4
平成12年度 5３６ ９8 211 8６ ７4７ ９4
平成1３年度 5３６ ９8 211 8６ ７4７ ９4
平成14年度 541 ９９ 21３ 8７ ７54 ９5
平成15年度 5３９ ９９ 215 8７ ７54 ９６
平成1６年度 5３8 ９９ 21６ 8９ ７54 ９６
平成1７年度 5３1 ９９ 21６ 8９ ７4７ ９６
平成18年度 5３0 ９９ 21６ 8９ ７4６ ９６
平成1９年度 525 ９９ 21７ ９0 ７42 ９６
平成20年度 51３ 100 218 ９1 ７３1 ９７
平成21年度 511 100 212 8９ ７2３ ９６
平成22年度 4９７ ９９ 211 88 ７08 ９６
平成2３年度 4７６ ９７ 1９5 82 ６７1 ９2
平成24年度 4６９ ９７ 204 8６ ６７３ ９３
平成25年度 4６2 ９７ 201 8６ ６６5 ９３
平成2６年度 45９ ９７ 1９９ 88 ６52 ９4
平成2７年度 454 100 1９７ 88 ６41 ９5
平成28年度 44７ 100 1９９ 88 ６4６ ９６
平成2９年度 4３９ 100 200 ９1 ６３９ ９７
平成３0年度 4３2 100 202 ９７ ６３4 ９９
令和元年度 422 100 20６ ９７ ６28 ９９
令和２年度 41３ 100 20９ ９8 ６22 ９９

▪県Ｐ安全互助会加入校数・加入率

Ⅲ 安全互助会加入校数・加入人数の推移
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年　　度 傷　　　害 賠　　　責 死　亡 合　計学　童 ＰＴＡ 学　童 ＰＴＡ
昭和4９年度 115 ４ ２ 121
昭和50年度 ３5６ 2３ ４ ３8３
昭和51年度 2９７ 2９ ６ ３３2
昭和52年度 5３1 ３９ ５ 5７5
昭和5３年度 ６0７ 42 1９ ６６8
昭和54年度 ６３６ 48 1３ ６９７
昭和55年度 ６６６ ７７ ７ ７50
昭和5６年度 ７３8 ９３ 21 852
昭和5７年度 ９55 148 1６ 1,11９
昭和58年度 1,1６5 145 2９ 1,３３９
昭和5９年度 1,2６8 188 18 1,4７4
昭和６0年度 1,424 220 1９ 1,６６３
昭和６1年度 1,６14 1９8 1９ 1,8３1
昭和６2年度 1,84３ 205 ７ 2,055
昭和６３年度 1,９52 205 20 2,1７７
平成元年度 2,0７７ 21９ 1６ 2,３12
平成２年度 2,185 2３0 1６ 2,4３1
平成３年度 2,10６ 1７６ 1３ ７ 1３ 2,３15
平成４年度 2,445 22７ 1９ １ 12 2,７04
平成５年度 2,３50 180 ３３ ８ ８ 2,5７９
平成６年度 2,85３ 1９2 2９ ３ 14 ３,0９1
平成７年度 2,8９７ 204 ３4 ４ 1３ ３,152
平成８年度 2,９６1 204 ６７ ６ 1３ ３,251
平成９年度 2,8７３ 221 ６5 1３ ７ ３,1７９
平成10年度 2,９７2 2３６ ７2 ７ 12 ３,2９９
平成11年度 2,９05 214 124 12 ５ ３,2６0
平成12年度 2,９３4 211 148 1３ 10 ３,３1６
平成1３年度 ３,088 245 1６4 1３ ４ ３,514
平成14年度 ３,14３ 21３ 182 ９ 12 ３,55９
平成15年度 ３,10６ 240 244 12 ８ ３,６10
平成1６年度 2,７９７ 2３７ 22３ 2３ ９ ３,28９
平成1７年度 ３,1３６ 25６ 242 22 ８ ３,６６4
平成18年度 ３,200 22７ ３5３ 24 ５ ３,80９
平成1９年度 ３,1６７ 1９９ ３３2 20 ３ ３,７21
平成20年度 ３,225 20６ ３8６ 12 ４ ３,8３３
平成21年度 ３,３９0 20７ ３９5 1６ ０ 4,008
平成22年度 2,451 1７９ ３３３ 15 ５ 2,９8３
平成2３年度 2,115 ６３ ３0９ ６ ４ 2,4９７
平成24年度 2,0６９ 11６ ３６0 15 ５ 2,5６5
平成25年度 2,00３ 1３0 ３88 1３ ４ 2,5３8
平成2６年度 1,88９ 11６ 424 1６ ３ 2,448
平成2７年度 1,７６６ ９６ ３６３ 1７ ０ 2,242
平成28年度 1,７0９ 10９ ３1３ 1７ ２ 2,150
平成2９年度 1,551 8７ ３1６ 24 ２ 1,９80
平成３0年度 1,45６ ７8 ３50 15 ２ 1,９01
令和元年度 1,３2６ ７７ ３48 1６ ３ 1,７７0
令和２年度 1,３0３ ７ 251 ７ ０ 1,5６8

▪県Ｐ安全互助会傷害・賠償事故給付件数
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年　度 学童人数 ＰＴＡ人数 合　計
昭和4９年度 45,8９３ 11,９７３ 5７,8６６
昭和50年度 8７,2６0 ３1,0７4 118,３３4
昭和51年度 85,005 ３4,5９4 11９,5９９
昭和52年度 ９2,5７1 45,024 1３７,5９5
昭和5３年度 104,40９ 54,511 158,９20
昭和54年度 114,525 ６4,8７2 1７９,３９７
昭和55年度 1３4,９84 ７5,55６ 210,540
昭和5６年度 15３,52３ 8７,820 241,３4３
昭和5７年度 1３5,518 ９９,３44 2３4,8６2
昭和58年度 14９,６９2 11３,58３ 2６３,2７5
昭和5９年度 1６2,14６ 1３1,04９ 2９３,1９5
昭和６0年度 1７2,00６ 142,３1３ ３14,３1９
昭和６1年度 1７5,028 15３,３10 ３28,３３8
昭和６2年度 184,881 1６３,６６2 ３48,54３
昭和６３年度 18９,0９７ 1７1,245 ３６0,３42
平成元年度 1９0,７58 1７６,52３ ３６７,281
平成２年度 1９1,６8３ 1７７,６９5 ３６９,３７8
平成３年度 22９,６82 1７4,７28 404,410
平成４年度 2３2,08９ 1７６,821 408,９10
平成５年度 2３2,4７4 1７６,85７ 40９,３３1
平成６年度 2３0,5９4 1７６,1７1 40６,７６5
平成７年度 22９,６11 1７5,７45 405,３5６
平成８年度 22６,７３2 1７３,９04 400,６３６
平成９年度 224,148 1７2,６６4 ３９６,812

年　度 学童人数 ＰＴＡ人数 合　計
平成10年度 220,３42 1７1,015 ３９1,３5７
平成11年度 214,７8３ 1６７,5７６ ３82,３5９
平成12年度 214,７8３ 1６７,5７６ ３82,３5９
平成1３年度 20７,６55 1６2,1７5 ３６９,8３0
平成14年度 20３,155 1６0,208 ３６３,３６３
平成15年度 201,３8７ 158,8９６ ３６0,28３
平成1６年度 1９７,411 155,81９ ３5３,2３0
平成1７年度 1９5,055 154,３６７ ３4９,422
平成18年度 1９2,７18 1７0,51６ ３６３,2３4
平成1９年度 1９0,5６７ 1６8,３2３ ３58,8９0
平成20年度 188,３３９ 1６６,841 ３55,180
平成21年度 18３,505 14９,01６ ３３2,521
平成22年度 1７９,３６９ 145,5３5 ３24,９04
平成2３年度 1６３,1６６ 1３2,8９６ 2９６,0６2
平成24年度 1６0,９1３ 1３1,３９1 2９2,３04
平成25年度 15７,244 12６,６25 28３,8６９
平成2６年度 15３,4９0 12６,６25 280,115
平成2７年度 150,4６5 122,440 2７2,９05
平成28年度 14７,７41 121,211 2６8,９52
平成2９年度 144,６６９ 118,７8９ 2６３,458
平成３0年度 14３,７６６ 118,00７ 2６1,７７３
令和元年度 141,08６ 115,8３5 25６,９21
令和２年度 1３９,41３ 114,00９ 25３,422
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◆平成14年度
補 償 内 容 保険金額

傷　害
死亡・後遺障害 500万円
入院保険金日額 ３,000円
通院保険金日額 2,000円

賠償責任（特約） 1,000万円
会費（１活動・１名） ３20円

◆平成15年度
補 償 内 容 保険金額

傷　害
死亡・後遺障害 550万円
入院保険金日額 ３,000円
通院保険金日額 2,000円

賠償責任（特約） 1,000万円
会費（１活動・１名） ３00円

◆平成21年度〜平成22年度
補 償 内 容 保険金額

傷　害
死亡・後遺障害 550万円
入院保険金日額 ３,000円
通院保険金日額 2,000円

賠償責任（特約） 1,000万円
会費（１活動・１名） 250円（2３4円）

（＊保険料2３4円＋運営費1６円）

◆平成2３年度〜平成25年度
補 償 内 容 保険金額

傷害
死亡・後遺障害 ３９0万円
入院保険金日額 ３,000円
通院保険金日額 2,000円

賠償責任（特約） 1,000万円
会費（１活動・１名） 250円（2３4円）

◆平成2６年度〜
補 償 内 容 保険金額

傷　害
死亡・後遺障害 ３00万円
入院保険金日額 ３,000円
通院保険金日額 2,000円

賠償責任（特約） 1,000万円
会費（１活動・１名） 250円（2３4円）

◎年度別加入校数・活動者数・事故件数
年　度 加入校数 活動者数 事故件数

平成14 40 ９04 0

平成15 4７ 1,481 1

平成1６ 48 1,３６0 0

平成1７ 4６ 1,６1９ 0

平成18 50 1,4７8 1

平成1９ 52 2,000 2

平成20 51 1,７54 2

平成21 4９ 1,52９ 0

平成22 4７ 1,518 0

平成2３ ３７ 1,010 0

平成24 ３8 1,025 0

平成25 40 1,18６ 0

平成2６ 41 1,11６ 0

平成2７ 41 1,114 1

平成28 ３９ ９３1 0

平成2９ ３4 810 0

平成３0 ３4 8９4 0

平成３1・令和１ ３4 ９７９ 0

令和２ ３３ 52７ 0

＊平成14年度からの傷害事故件数　７件

Ⅳ 学校・ＰＴＡ活動支援補償制度の変遷

　平成14年度からの「総合的な学習の時間」の導入に併せ、学校主催行事にボランティアまたは指導者と
して参加された地域の方や保護者、PTA主催行事での外部講師（会員以外）の傷害・賠償事故を補償す
る「学校・PTA活動支援補償制度（ボランティア保険）を新設する。
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第１条（目　的）
　この会は、福島県PTA連合会傘下の学童及びPTA会員の安全確保のため、指導・奨励・保障を行うこ
とを目的とする。
第２条（事　業）
　この会は、次の事業を行う。
　　１．会員の事故安全対策の指導・奨励に関すること。
　　２．会員の事故補償に関すること。
　　３．その他この会の目的達成に必要なこと。
第３条（名　称）
　この会は、福島県PTA安全互助会という。
第４条（事務所）
　この会の事務所は、会長指定のところにおく。
第５条（会　員）
　この会は、この会の趣旨に賛同し、所定の入会手続きをした学童及びPTA会員をもって会員とする。
第６条（役　員）
　この会に次の役員をおく。
　会　長　１名　　副会長　５名　　会計監事　３名　　常任委員　若干名　　委　員　若干名
第７条（役員の職務）
　この会の役員の職務は、次の通りとする。
　　・会長は、この会を代表し、会務の一切を総括する。
　　・副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
　　・会計監事は、会計事務を監査する。
　　・常任委員は、会の事業運営にあたる。
　　・委員は、会の事業運営について審議する。
第８条（役員の選出及び任期）
　　１．この会の役員の選出は、次の通りとする。
　　　　・会長・副会長・会計監事は、委員より選出する。
　　　　・常任委員は、委員中より会長が指名委嘱する。
　　　　・委員は、各連Ｐ会長及び会長の推薦するものがこれにあたる。
　　２．この会の役員の任期は、１ヵ年とする。但し、補欠によって選出された場合は、前任者の残留期間とする。
第９条（会　議）
　　１．この会の会議は、常任委員会、委員会及び代議員総会とする。
　　２．各会議の定足数は、各役員の二分の一とする。
第10条（常任委員会）
　　１．常任委員会は、会長・副会長・常任委員により構成され、年一回以上開催し、会長がこれを招集する。
　　２．常任委員会は、次のことを行う。
　　　⑴　この会の事業運営に関すること。
　　　⑵　委員会より選任されたこと。
第11条（委員会）
　　１．委員会は、会長・副会長・常任委員・委員・会計監事により構成され、年１回開催し、会長がこ

れを招集する。但し、必要と認めたときは臨時開催することができる。
　　２．委員会は次のことを行う。

Ⅴ 安全互助会会則
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　　　⑴　庶務報告　　⑵　決算の承認　　⑶　事業の計画　　⑷　予算案の審議　　⑸　役員の選出
　　　⑹　会則の修正　　⑺　その他必要事項の審議
第12条（代議員総会）
　　１．代議員総会は、各地区毎に開催し、各地区委員が招集する。
　　２．代議員総会は、各地区の委員及び単位PTAより１名ずつ選出された代議員によって構成する。
　　３．代議員総会は、次の事項につき協議し、委員会へ提案する。
　　　⑴　この会の事業運営に関すること　２）その他この会に関すること
第1３条（経　費）
　この会の経費は、毎年会員より徴収する会費、その他をもってこれにあてる。
第14条（会　計）
　　１．この会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３1日までとする。
　　２．この会の収支決算は、毎会計年度終了後、会計監事の監査を受けた後、委員の承認を受けるものとする。
付　則　この会の規約は、昭和4９年６月３日より実施する。
〜その後の経緯〜
　昭和4９年福島県PTA安全互助会会則
　昭和51年度から5７年度までの７年間、無事故校へ還付金として共栄火災から図書券を贈呈
　昭和52年６月３日　「郡市Ｐ連球技大会における表彰規定」
　昭和5３年６月２日　「安全互助会表彰規定」平成２年６月４日まで規定あり確認
　昭和54年６月６日　常置委員会に「安全互助会委員会」を設置したときに会則を廃止
　安全互助会表彰規定により、本会の趣旨に賛同し、学童及びPTA会員の安全互助のため寄与された功
績により表彰…郡市Ｐ連へ賞状と１万円
　平成元年　安全互助会規約廃止
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創立７０周年記念事業　令和３年度実行委員会名簿

参　　　与

小　林　利　明
歴代会長代表誉　田　憲　孝

成　澤　勝　蔵
佐　藤　秀　美 副会長・県小学校長会会長
佐　藤　浩　哉 副会長・県中学校長会会長

アドバイザー
古　内　利　勝 元　事務局長
佐　藤　秀　雄 前　事務局長

実
行
委
員
会
役
員

実行委員長（会　長） 平　塚　康　晴 会　長　全体総括
副 委 員 長（副会長） 齋　藤　友　則 副会長　県大会実行委員長・総括

〃 鈴　木　崇　史 副会長　記念誌担当
〃 齋　藤　敏　浩 　〃　　式典担当
〃 宗　像　真　人 　〃　　記念誌担当
〃 相　田　知津子 　〃　　式典担当

実
行
委
員
会
各
部
会
の
委
員

記 念 誌 編 纂 記念式典・祝賀会（中止）
平　塚　康　晴　・　齋　藤　友　則

鈴　木　崇　史 ・ 宗　像　真　人 相　田　知津子 ・ 齋　藤　敏　浩
橋　本　洋　介（安全互助委員長）
酒　井　清　孝（調査広報委員長）
中　村　　　徹（総 務 部 長）
吉　川　信　夫（庶 務 部 長）
唯　木　常　晴（研 修 部 長）
神　尾　孝　弘（広 報 部 長）
小　松　浩　行（会 計 部 長）

髙　橋　正　人（総 務 委 員 長）
大河内　　　威（健 全 育 成 委 員 長）
八木沼　秀　樹（研 修 委 員 長）
安　藤　正　希（福島大会実行委員会）
渡　辺　真　紀（福島大会実行委員会）
二階堂　義　樹（福島大会実行委員会）

事
務
局

部長（再掲） 中村　　徹・吉川　信夫・唯木　常晴・神尾　孝弘・小松　浩行
庶 務・会 計 大橋　誠寿・羽田　陽子・酒井香代子

 　編　集　後　記　 

　福島県PTA連合会は令和３年度に７0周年を迎えました。記念事業として「記念式典」を開催し、「７0周
年記念誌」を編纂・発行することといたしました。
　これまで、「３0年の歩み」、「40年の歩み」、『50周年記念誌「歩」』と発行されてきましたが、６0周年にあ
たる平成2３年は、東日本大震災とその後の原発事故により「６0年の歩み」の発行は計画段階で中止となり
ました。
　７0周年にあたる今年度は、コロナ禍により、編集会議も思うように開催できませんでした。しかしなが
ら、20年間の記録をしっかり整理しておきましょう、という方針のもと、対談や写真ページ、震災・原発
事故からの復興の歩みなど、割愛されたコーナーもたくさんありましたが、皆様のご協力により、何とか
発行することができる運びとなりました。特に、歴代会長の皆様からお寄せいただきました原稿は７0周年
記念誌の宝物となりました。
　ご協力いただきました歴代会長様、記念事業実行委員会の皆様、また郡市Ｐ連の記録を整理していただ
きました各郡市Ｐ連事務局の皆様、校正作業にご協力をいただきました各部長の校長先生方に深く御礼申
し上げます。 令和４年３月　７0周年記念誌「７0年の歩み」　編集委員一同

 

７0周年記念誌表紙題字　書　
　渡辺　光太郎　先生　　　元大玉村立大山小学校長・元県書写書道教育研究会会長
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役　　職 名　前 所属校
会　長 平塚　康晴 赤 木 小
副会長 齋藤　友則 福 島 一 中
副会長 鈴木　崇史 み さ か 小
副会長 齋藤　敏浩 若 松 二 中
副会長 宗像　真人 中央台南中
副会長 相田知津子 田 島 小
副会長（校長会） 佐藤　秀美 福 島 三 小
副会長（校長会） 佐藤　浩哉 福 島 一 中
監　事 安藤　正希 湯 野 小
監　事 大河原利久 ひらた清風中
監　事 山口謙太郎 塩 川 中
評議員・理事

福 島
齋藤　友則 福 島 一 中

評議員・理事 松野　光伸 清 水 小
評議員・理事

川 俣
髙橋　正人

富 田 小
評議員 小松　浩行
評議員・理事

伊 達
渡邉　正美

霊 山 中
評議員 阿部　裕好
評議員・理事

安 達
大河内　威

二本松一中
評議員 原田　真一
評議員・理事

郡 山
橋本　洋介 郡 山 一 中

評議員 作田　昌宏 日 和 田 中
評議員・理事

岩 瀬
遠藤　文康

西 袋 一 小
評議員・理事 水沼　栄寿
評議員・理事

石 川
八木沼秀樹

浅 川 中
評議員 舟木　武志
評議員・理事

田 村
酒井　清孝

常 葉 中
評議員 吉田　圭輔
評議員・理事

西 白
鈴木　崇史

み さ か 小
評議員・理事 根本　秀一
評議員・理事

東 白
藤田辰之進

棚 倉 中
評議員 深谷　昇司

役　　職 名　前 所属校
評議員・理事

若 松
齋藤　敏浩

若 松 二 中
評議員 小林　　稔
評議員・理事

北会津
佐藤剛太郎

吾 妻 中
評議員 古川　雅秀
評議員・理事

耶 麻
小林　弘幸 喜多方三中

評議員・理事 押部　秀隆 喜多方二中
評議員・理事

両 沼
武田　　剛

会津柳津学園中
評議員 小関　英紀
評議員・理事

南会津
相田知津子

田 島 小
評議員・理事 高橋　弘之
評議員・理事

相 馬
但野　直治

飯 豊 小
評議員・理事 木村　裕之
評議員・理事

双 葉
評議員・理事 佐藤　由弘 熊 町 小
評議員・理事

いわき
宗像　真人 中央台南中

評議員・理事 丹　　孝平 （中央台南小）
評議員・理事 母親代表 大須賀祐香 吾 妻 中
評議員・理事 母親代表 大平　　泉 行 健 小
評議員・理事 母親代表 松谷恵理子 須賀川三中
評議員・理事 母親代表 土井　洋美 若 松 二 中
評議員・理事 母親代表 坂下　直子 好 間 中
評議員・理事 母親代表 田代　悦子 中 村 一 小
顧問（平成３0年会長） 誉田　憲孝 （福島三中）
顧問（令和元年会長） 成澤　勝蔵 （若松四中）
事務局・部長 総 務 中村 　　徹 蓬 莱 中
事務局・部長 庶 務 吉川　信夫 平 石 小
事務局・部長 研 修 唯木　常晴 水 原 小
事務局・部長 広 報 神尾　孝弘 福 田 小
事務局・部長 会 計 小松　浩行 富 田 小
事務局 大橋　誠寿 事 務 局 長
事務局 羽田　陽子
事務局 酒井香代子

令和３年度　福島県PTA連合会評議員・事務局一覧名簿



福島県ＰＴＡ安全互助会補償制度
（児童・生徒、・ＰＴＡ会員傷害・賠償補償制度）

ふくしまっ子こども総合補償制度
（小・中学生総合補償制度）

このような場合に補償されます。

破損

紛失

盗難

ご自宅または登下校中などに、学校等から貸与されたタブレット端

末を偶然な事故で破損させ、法律上の賠償責任が発生した場合に、

補償の対象となります。

＜例＞

・自宅でランドセルから取り出す際、落としてしまった。

・飲み物をこぼして壊してしまった。

・登下校中に紛失してしまった。

※学校内（休み時間等）の破損についても、お子さまの責任であると判断された場合

は、補償の対象となりえます。

※天災が起因する場合（地震により落下し破損した）などは補償されません。

※タブレット端末に関する受託品賠償責任の補償がある保険は 限られていますので、既にご加入されている
保険での補償の有無をご確認の上、ご検討ください。

※貸与している学校において、タブレット端末へ補償を付けている場合がありますので、ご確認の上、ご検討く
ださい。

※既に「ふくしまっ子こども総合補償制度」にご加入の場合、2022年4月1日より自動継続されるご契約から
補償が適用されます。

令和4年度4月1日施行・福島県の自転車損害賠償責任保険等加入義務化に対して、

「福島県PTA安全互助会補償制度」 では、全てのプランで対応しています！

令和4年4月1日より「ふくしまっ子こども総合補償制度」では

全てのプランで「学校等から貸与されたタブレット端末の破損・紛失・盗難の
損害賠償責任」が補償されるようになります。

●小学生による自転車事故の事例

（2013年7月4日判決、神戸地方裁判所）
小学5年生の児童が、60代の歩行者と正面
衝突！
歩行者は頭蓋骨骨折などの損傷を負い、意
識が戻らない状態となった。約9,500万円の
賠償を保護者へ命じる。

福島県PTA安全互助会補償制度の

令和3年度・Ⅳコースの場合、児童・生徒賠

償責任の補償額は1億円です。

福島県ＰＴＡ連合会創立70周年おめでとうございます。

今後益々のご繁栄をこころよりお祈り申し上げます。

東北支店 福島支社
福島県福島市飯坂町平野字三枚長1番地1（ＪＡ福島ビル） TEL：024‐554‐3006

【引受保険会社】

B21‐1926‐20230105
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